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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　規　　　　則　

　京都府漁業調整規則の一部を改正する規則をここに公
布する。

　　令和７年３月18日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府規則第11号

京都府漁業調整規則の一部を改正する規則

　京都府漁業調整規則（令和２年京都府規則第54号）の
一部を次のように改正する。
　第46条に次の１項を加える。
２　前項の規定による命令を受けた者は、通信の妨害そ
の他の当該命令に係る電子機器の機能を損なう行為を
してはならない。
　第55条第１項中「者は」を「場合には、当該違反行為
をした者は」に改め、同項第１号から第３号までの規定
中「者」を「とき。」に改める。

　第56条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」
に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　訓　　　　令　

京都府訓令第３号

本　　庁　
地方機関　

　京都府職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を
次のように定める。

　　令和７年３月18日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

規　　　　　則

○京都府漁業調整規則の一部を改正する規 
則　 （水産課）  165

訓　　　　　令

○京都府職員安全衛生管理規程の一部を改
正する訓令　 （職員総務課）   〃

告　　　　　示

○文化力チャレンジ補助金交付要綱の一部
を改正する告示　 （文化芸術課）  166
○介護保険法に基づく指定居宅サービス事
業者等の指定　 （高齢者支援課）   〃
○介護保険法に基づく指定居宅サービス事
業者の廃止　 （　　 〃 　　）  167
○家畜伝染病予防事業の実施　 （畜産課）   〃
○漁船損害等補償法に基づく付保義務の発
生のための同意の認定　 （水産事務所）  169

○基本測量の実施　 （用地課）  169
○公共測量の実施　 （　〃　）   〃
○道路の供用開始　 （南丹土木事務所）  170
○都市計画道路事業の事業計画の変更認可
　 （山城北土木事務所）   〃
○京都府立宇治公園の区域を定めた告示の
一部改正　 （都市計画課）   〃
○都市計画下水道事業の事業計画の変更認
可　 （山城北土木事務所、丹後土木事務所）   〃

公　　　　　告

○道路の位置の指定の取消し　 （山城南土木事務所）  171
○都市計画法に基づく工事完了　 （山城北土木事務所）   〃

労 働 委 員 会

○令和６年における不当労働行為事件の審査の実施
状況　   〃
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文化力チャレンジ補助金交付要綱の一部を改正す
る告示

　文化力チャレンジ補助金交付要綱（平成24年京都府告
示第496号）の一部を次のように改正する。
　第１条中「京都府文化力による未来づくり条例（平成
30年京都府条例第27号。以下「条例」という。）」を「文
化が活

い

きる京都の推進に関する条例（令和６年京都府条
例第31号）」に、「文化力による未来づくりに」を「文化
が活

い

きる京都の推進に」に、「営利を目的として行われ
る文化活動（条例第１条第４号に規定する文化活動をい
う。以下同じ。）以外の文化活動」を「文化に関する活
動（以下「文化活動」という。）であって、営利を目的
としないもの」に改める。
　第２条第１号中「次世代（条例第10条第１項に規定す
る次世代をいう。以下同じ」を「次代の社会を担う子ど
もや青少年（以下「次世代」という」に改め、同条第４
号中「文化力による未来づくり」を「文化が活

い

きる京都
の推進」に改める。

　　　附　則

　この告示は、令和７年４月１日から施行する。

京都府職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓
令

　京都府職員安全衛生管理規程（昭和54年京都府訓令第
10号）の一部を次のように改正する。
　別表第４中「税務課、」を削り、「自然環境保全課」の
右に「、京都府府税事務所」を、「京都府南丹広域振興
局農林商工部」の右に「、京都府中丹広域振興局地域連
携振興部」を加える。

　　　附　則

　この訓令は、令和７年４月１日から施行する。

　告　　　　示　

京都府告示第114号

　文化力チャレンジ補助金交付要綱の一部を改正する告
示を次のように定める。

　　令和７年３月18日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府告示第115号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項及び第53条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介
護予防サービス事業者を次のとおり指定した。

　令和７年３月18日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第116号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者から廃止の届
出があった。

　令和７年３月18日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第117号

　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第５条第１項及び第６条第１項の規定により、家畜の監視伝染病の発生
を予防し、又は予察するための検査及び注射を次のとおり実施する。

　令和７年３月18日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第120号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第１項の規定により、次のとおり公共測
量を実施する旨測量計画機関の長である国土交通省近畿
地方整備局近畿技術事務所長から通知があった。

　令和７年３月18日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　測量の地域
　　宇治市槇島町、伊勢田町及び大久保町、城陽市富
野、平川、久世及び寺田、久世郡久御山町市田南観世
及び市田東観世並びに相楽郡精華町乾谷三本木、乾谷
大崩、乾谷角平及び乾谷岸ノ下
２　測量の期間
　　令和７年１月27日から令和７年３月31日まで
３　測量の種類
　　公共測量（車載写真レーザ測量）

京都府告示第118号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の
２第２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区
について、同法第112条第１項の規定による同意があっ
たものと認めた。

　令和７年３月18日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　湊加入区

京都府告示第119号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定
により、次のとおり基本測量を実施する旨国土交通省国
土地理院長から通知があった。

　令和７年３月18日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　測量の地域
　　京都府全域
２　測量の期間
　　令和７年４月１日から令和８年３月31日まで
３　測量の種類
　　基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正）

本号250318KN.indd   169本号250318KN.indd   169 2025/03/17   11:06:142025/03/17   11:06:14



令和７年３月18日　火曜日　　　

170

京  都  府  公  報

本号250318KN

　　　変更なし
　⑵　使用の部分
　　　変更なし

京都府告示第123号

　京都府立宇治公園の区域を定めた告示（昭和39年京都
府告示第499号）の一部を次のように改正する。

　令和７年３月18日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　「1.6ヘクタール」を「1.5ヘクタール」に改める。

京都府告示第124号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の
規定により、宇治都市計画下水道事業（昭和53年京都府
告示第144号）の事業計画の変更を次のとおり認可した。

　令和７年３月18日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施行者の名称
　　宇治市
２　都市計画事業の種類及び名称
　　宇治都市計画下水道事業
　　宇治市公共下水道
３　事業施行期間
　　昭和58年12月16日から令和８年３月31日まで
４　事業地
　⑴　収用の部分
　　　変更なし
　⑵　使用の部分
　　　令和２年京都府告示第144号の事業地に宇治市安
田町鵜飼田及び五反坪並びに伊勢田町西遊田を追加
する。

京都府告示第125号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の
規定により、宮津都市計画下水道事業（昭和60年京都府
告示第670号）の事業計画の変更を次のとおり認可した。

　令和７年３月18日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第121号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
７年３月18日から令和７年４月１日まで縦覧に供する。

　令和７年３月18日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　園部能勢線
　⑶　供用開始の区間及び予定日

区　　　　　　　　間 予　 定 　日

南丹市園部町法京下16の１から

南丹市園部町法京下16の１まで
令和７年３月24日

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府南丹土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

２⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　天王亀岡線
　⑶　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

亀岡市本梅町西加舎佃10の１から

亀岡市本梅町井手岡ノ坪５まで
令和７年３月18日

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府南丹土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第122号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の
規定により、宇治都市計画道路事業（平成29年京都府告
示第160号）の事業計画の変更を次のとおり認可した。

　令和７年３月18日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施行者の名称
　　城陽市
２　都市計画事業の種類及び名称
　　宇治都市計画道路事業
　　３・３・207号　東部丘陵線
３　事業施行期間
　　平成29年３月28日から令和13年３月31日まで
４　事業地
　⑴　収用の部分
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指定取消
番　　号

指定取消 
年 月 日

所管土木 
事務所名 道路の位置

道路の 
延　長

道路の 
幅　員

山南第23
号　　　

令

 7. 3. 4
京都府山
城南土木
事務所

相楽郡精華
町大字下狛
小字上新庄
111の４の
一 部、111
の ５ の 一
部、111 の
６の一部

ｍ

56.5

ｍ

最小　4.8

最大　4.8

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和７年３月18日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　宇治市宇治矢落49、49の１の一部、49の10の一部、
49の27、50の一部、50の９の一部、50の11の一部、52
の13の一部、52の14の一部、52の15の一部、52の16の
一部、105の１の一部、105の８の一部
　　（関連区域）
　　宇治市宇治矢落49の１の一部、49の９の一部、49の
10の一部、105の１の一部
２　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　京都市伏見区淀樋爪町４
　　レパーム建設株式会社

１　施行者の名称
　　与謝野町
２　都市計画事業の種類及び名称
　　宮津都市計画下水道事業
　　京都府宮津湾流域関連与謝野町公共下水道
３　事業施行期間
　　昭和60年11月12日から令和10年３月31日まで
４　事業地
　⑴　収用の部分
　　　なし
　⑵　使用の部分
　　　変更なし

　公　　　　告　

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定による道路の位置の指定の取消しを次のとお
り行った。
　なお、その関係図面は、所管の京都府土木事務所に備
えておく。

　令和７年３月18日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

労　働　委　員　会

　労働組合法（昭和24年法律第174号）第27条の18の規定により、令和６年における不当労働行為事件の審査の実施状
況を次のとおり公表する。

　令和７年３月18日
京都府労働委員会　　　　　
　会長　青　木　　苗　子　
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注　１　審査の期間の目標：１年６箇月
　　２　関与和解：労働委員会が関わった交渉により解決したもの
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